
暮
ら
し
の
お
知
ら
せInform

ation
　
所
得
税
の
確
定
申
告
な
ど
の
受
け
付

け
が
、
3
月
15
日
㈭
ま
で
左
表
の
通
り

行
わ
れ
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告

　
成
田
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
書
の

作
成
・
相
談
を
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
内

の
成
田
税
務
署
特
設
会
場
で
受
け
付
け

ま
す
。
期
間
中
、
成
田
税
務
署
内
で
は

確
定
申
告
書
の
作
成
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
提
出
・
納
期
限
は
次
の
通
り
で
す
。

◦
所
得
税
・
贈
与
税
…
3
月
15
日
㈭

添
付
書
類
の
提
出
を
省
略
で
き
る

（
申
告
期
限
か
ら
5
年
間
は
書
類
の

提
出
・
提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
）

◦
還
付
金
が
よ
り
早
く
受
け
取
れ
る

市
・
県
民
税
の
申
告

　
2
月
16
日
㈮
か
ら
受
付
会
場
が
市
役

所
6
階
中
会
議
室
に
な
り
ま
す
。
そ
の

ほ
か
市
内
各
地（
左
上
表
）で
受
け
付
け

ま
す
。
受
付
日
時
が
異
な
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
会
場
で
は
所
得

税
の
確
定
申
告
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
農
業
所
得
や
営
業
所
得
の
あ
る
人
は
、

収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
平
成
28
年
分
の
収
支
内
訳
書

（
控
用
）が
あ
る
人
は
併
せ
て
持
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
次
の
人
は
成
田
税
務
署
特

設
会
場
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
分
離
課
税（
譲
渡
・
配
当
等
・
先
物
・

山
林
・
退
職
所
得
）の
申
告
を
す
る

人
◦
営
業
や
農
業
な
ど
の
事
業
収
入
・
不

動
産
収
入
が
5
0
0
万
円
以
上
と
な

る
人

◦
青
色
申
告
を
す
る
人

◦
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

◦
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人

◦
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初
め
て

◦
個
人
消
費
税
…
4
月
2
日
㈪

年
金
所
得
者
は
不
要
な
場
合
も

　
「
公
的
年
金
等
」
の
収
入
金
額
の
合

計
が
4
0
0
万
円
以
下
で
、
そ
れ
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん（
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
の
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
）。

た
だ
し
、
こ
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
人

で
も
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る
人
は

　
平
成
29
年
分
確
定
申
告
か
ら
、
領
収

書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
ま
た

は
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の

明
細
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
作

成
し
て
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

e
‐
T
a
x
で
確
定
申
告

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
国

税
の
申
告
や
届
け
出
書
の
提
出
が
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.nta.go.jp

）の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

作
成
し
た
申
告
書
な
ど
の
デ
ー
タ
は
、

eイ
ー‐ 

Tタ
ッ
ク
ス
a
x
を
利
用
し
て
自
宅
か
ら

税
務
署
に
送
信
で
き
ま
す
。
e
‐
T
a 

x
に
は
次
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

◦
源
泉
徴
収
票
や
控
除
証
明
書
な
ど
の

受
け
る
人

◦
準
確
定
申
告（
納
税
者
が
出
国
・
死

亡
し
た
場
合
の
申
告
）を
す
る
人

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す

　
市
・
県
民
税
、
所
得
税
の
申
告
に
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
物
と
本
人
確

認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が

必
要
で
す
。
家
族
が
代
理
で
申
告
す
る

場
合
で
も
、
申
告
者
本
人
の
書
類
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
扶
養
控
除
な
ど
を
申

告
す
る
場
合
は
、
被
扶
養
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5
1
）ま
た
は
市
民
税
課（
☎

20
‐
1
5
1
3
）、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
市
民
課（
☎

20
‐
1
5
2
5
）へ
。

早
め
の
準
備
で
期
限
内
に

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
・
県
民
税
の
申
告

会場 受付日 受付時間
所得税の申告

成田税務署特設会場
（イオンモール成田2
階イオンホール）

3月15日㈭まで
（土・日曜日を除く。ただし、2月
18日㈰と25日㈰は受け付けます）

午前9時～午後
4時（提出は午後
5時まで）

市・県民税と所得税の申告

市役所6階中会議室
2月16日㈮～3月15日㈭

（土・日曜日を除く。ただし、2月
18日㈰と25日㈰は受け付けます）午前9時～正午

午後1時～4時大栄支所2階会議室 2月18日㈰・19日㈪・20日㈫
下総支所2階会議室 2月25日㈰・26日㈪・27日㈫
豊住公民館 2月22日㈭

午前9時～正午

八生公民館 2月23日㈮
公津公民館 3月1日㈭
保健福祉館 3月2日㈮
久住公民館 3月7日㈬
中郷公民館 3月8日㈭
三里塚コミュニティ
センター 3月9日㈮

申告会場と受付日時
　混雑の状況により、時間内に受け付けを終了することがあります。
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①固定資産税（第4期）
②国民健康保険税（第8期）
③後期高齢者医療保険料（第8期）
④介護保険料（第8期）

※ くわしくは①②納税課（☎20-1519）、③保険年金
課（☎20-1526）、④介護保険課（☎20-1545）へ。

2月28日㈬

限期今 月 の 納

た
り
、
害
虫
類
の
発
生
原
因
と
な
っ
た

り
す
る
な
ど
、
周
囲
に
迷
惑
が
掛
か
り

ま
す
。
ま
た
、
通
行
の
妨
げ
や
火
災
の

原
因
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
空
き
地
の

所
有
者
は
早
め
に
草
を
刈
る
な
ど
、
土

地
の
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
草
刈
り
機
を
無
料（
刈
り

刃
と
燃
料
は
個
人
負
担
）で
貸
し
出
し

て
い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

出
し
方
を
守
っ
て

有
害
ご
み

　
乾
電
池
や
体
温
計（
水
銀
）、
蛍
光
灯

な
ど
の
有
害
ご
み
は
、
中
身
が
分
か
る

よ
う
に
市
販
の
透
明
な
袋
な
ど
に
入
れ
、

金
物
・
陶
磁
器
・
ガ
ラ
ス
類
と
同
じ
収

集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
電
球
や
蛍

光
灯
は
購
入
時
の
箱
に
入
れ
、
割
れ
た

か
ら
の
在
学
期
間（
最
長
7
年
間
。

留
年
し
た
年
数
は
除
く
）

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
返
済
予
定
表
、

住
民
票（
世
帯
全
員
が
記
載
さ
れ
た

物
）、
平
成
28
年
度
分
の
市
税
納
税

証
明
書
、
印
鑑
、
入
学
ま
た
は
在
学

を
証
明
で
き
る
も
の

※
く
わ
し
く
は
教
育
総
務
課（
☎
20
‐

1
5
8
0
）へ
。

申
請
は
3
月
30
日
ま
で

住
宅
等
災
害
復
興
資
金
利
子
補
給

　
市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
で
住
宅
に

被
害
を
受
け
た
人
が
、
銀
行
な
ど
か
ら

融
資
を
受
け
て
住
宅
の
建
設
・
補
修
な

ど
を
行
う
場
合
に
、
返
済
利
子
の
一
部

を
補
給
し
ま
す
。

対
象
＝
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
人

◦
被
災
住
宅
の
り
災
証
明
を
受
け
て
い

る
◦
被
災
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
の
建
設
・

購
入
を
市
内
で
行
う
、
ま
た
は
市
内

の
被
災
住
宅
な
ど
の
補
修
を
行
う

◦
住
宅
等
災
害
復
興
資
金
に
つ
い
て
、

平
成
23
年
3
月
11
日
以
降
に
金
銭
消

費
貸
借
契
約
を
金
融
機
関
と
締
結
し
、

平
成
30
年
3
月
31
日
ま
で
に
融
資
を

受
け
て
い
る

※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
2
3
）へ
。

工
事
費
の

3
分
の
2
を
補
助

崖
地
の
整
備

　
市
で
は
、
擁
壁
を
設
け
る
な
ど
の
危

険
な
崖
地
の
整
備
に
対
し
て
補
助
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。
補
助
を
受
け
る
に

は
事
前
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
工
事

を
計
画
す
る
と
き
は
土
木
課（
市
役
所

5
階
）に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
も
の

（
宅
地
造
成
事
業
や
宅
地
分
譲
事
業

と
し
て
の
整
備
は
除
く
）

◦
高
さ（
垂
直
）が
3
メ
ー
ト
ル
以
上
で

傾
斜
度
が
30
度
以
上
の
崖
地

◦
崩
壊
し
て
住
居
に
著
し
い
被
害
を
及

ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
崖
地

補
助
額
＝
7
5
0
万
円
を
限
度
に
、
工

事
費
の
3
分
の
2

※
く
わ
し
く
は
土
木
課（
☎
20
‐
1�

5�

5�

0
）へ
。

物
は
新
聞
紙
な
ど
で
包
み
、
透
明
な
袋

に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
充
電
式

電
池
は
近
く
の
リ
サ
イ
ク
ル
協
力
店
へ

持
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

在
学
中
の
利
子
を

半
額
補
給

国
の
教
育
ロ
ー
ン

　
市
で
は
、
国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
融
資

を
受
け
て
、
高
校
・
大
学
な
ど
に
入
学

す
る
人
や
在
学
し
て
い
る
人
、
そ
の
親

族
に
、
在
学
期
間
中
の
利
子
の
半
額
を

補
給
し
ま
す
。

対
象
＝
金
融
機
関
か
ら
国
の
教
育
ロ
ー

ン
の
融
資
を
受
け
、
次
の
2
つ
の
条

件
を
満
た
す
人

◦
市
に
1
年
以
上
住
民
記
録
が
あ
る

◦
市
税
を
完
納
し
て
い
る

利
子
補
給
期
間
＝
交
付
決
定
さ
れ
た
月

見
舞
金
を
支
給
し
ま
す

住
民
活
動
総
合
災
害
補
償
制
度

　
住
民
活
動
総
合
災
害
補
償
は
、
特
定

の
団
体
が
行
う
社
会
福
祉
向
上
の
た
め

の
活
動
で
、
無
償
で
従
事
す
る
ス
タ
ッ

フ
が
事
故
に
遭
っ
た
場
合
に
、
見
舞
金

を
支
給
す
る
制
度
で
す
。
制
度
の
仕
組

み
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w

 

w
.city.narita.chiba.jp/environ 

m
ent/page102800.htm

l

）で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課（
☎
20
‐

1
5
0
7
）へ
。

草
刈
り
機
を

無
料
で
貸
し
出
し

空
き
地
の
管
理

　
空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
た
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
さ
れ

1月16日〜31日

市長
日誌

コーチ・アスリートと共に（21日）

16日 千葉県警察年頭視閲
17日 空港のあるまち成田会議

19日 新市場整備・輸出拠点化等調
査特別委員会

20日 消費生活展
21日 陸上クリニック

22日 成田小見川鹿島港線沢バイパ
ス開通式

23日 関東市議会議長会支部長会議
25日 新春交通安全出動式・祈願式
26日 成田空港圏自治体連絡協議会
27日 成田市社会福祉大会

30日

成田空港圏自治体連絡協議会
による知事への要望活動
千葉県市長会定例会・職員表
彰式

31日

八富成田斎場管理運営連絡協
議会
千葉県知事・成田空港圏自治
体連絡協議会による成田国際
空港（株）社長及び国土交通大
臣への要望活動

広報なりた 2018.2.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です7



暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Inform
ation

関
し
て
、
弁
護
士
や
専
門
家
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

日
時
＝
2
月
24
日
㈯ 

午
後
1
時
〜
4

時
会
場
＝
千
葉
市
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

※
相
談
を
希
望
す
る
人
は
当
日
直
接
会

場
へ
。
く
わ
し
く
は
千
葉
中
央
法
律

事
務
所（
☎
0
4
3
‐
2
2
5
‐
4�

5
6
7
）へ
。

も
し
も
に
備
え
登
録
を

な
り
た
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

　
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
で
放
送
す

る
内
容
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
へ

メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
す
る
「
な
り
た
メ
ー

ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
防
災
行
政
無
線
の
放
送
は
、
気
象
条

件
や
周
辺
環
境
、
生
活
雑
音
な
ど
に
よ

り
、
聞
き
取
り
に
く
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
、

情
報
を
文
字
で
確
実
に
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
災
害
発
生
時
に
適
切
な
避
難
を
す
る

た
め
に
は
、
正
確
な
情
報
が
必
要
で
す
。

も
し
も
の
と
き
に
備
え
て
、
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
登
録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

配
信
さ
れ
る
情
報（
選
択
可
）＝
防
災
情

報
、
大
気
に
関
す
る
情
報
、
消
防
情

無
料
で
応
じ
ま
す

多
重
債
務
相
談

　
千
葉
財
務
事
務
所
で
は
、
電
話
に
よ

る
債
務
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
解
決
の
た
め
の
助
言
を
行
い
、
必
要

に
応
じ
て
専
門
家
を
紹
介
し
ま
す
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

受
付
時
間
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除

く
） 

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
4
時
30

分
※
く
わ
し
く
は
千
葉
財
務
事
務
所
債
務

相
談
窓
口（
☎
0
4
3
‐
2
5
1
‐
7�

8
3
0
）へ
。

一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で

労
災
職
業
病
な
ん
で
も
相
談
会

　
労
働
災
害
や
職
業
病
な
ど
の
問
題
に

報
、
防
犯
・
安
全
情
報
、
防
災
行
政

無
線
情
報

登
録
方
法
＝
下
記
の
Q
R
コ
ー
ド
を
読

み
取
る
か
、
登
録

用
ア
ド
レ
ス（inf 

o-n@
sg-m

.jp

）

に
空
メ
ー
ル
を
送

信
し
、
返
信
メ
ー
ル
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。
返
信
メ
ー
ル
が
届
か
な
い
と

き
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
が
さ
れ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。「sg-m

.j 

p

」
ド
メ
イ
ン
か
ら
の
メ
ー
ル
を
受

信
で
き
る
よ
う
設
定
を
し
て
く
だ
さ

い
※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
2
3
）、
登
録
方
法
に
つ
い
て

は
、
祝
日
を
除
く
月
〜
金
曜
日
の
午

前
9
時
〜
午
後
6
時
に
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー（
受
託
会
社
バ
イ
ザ
ー
㈱
・
☎

0
5
7
0
‐
0
5
5
‐
7
8
3
）へ
。

本
当
に
必
要
な
と
き
に

1
1
9
番
の
適
正
利
用

　
1
1
9
番
は
火
災
・
救
急
・
救
助
な

ど
の
緊
急
時
に
使
用
す
る
専
用
電
話
で

す
。
消
防
車
や
救
急
車
を
必
要
と
す
る

人
か
ら
の
通
報
が
遅
れ
る
恐
れ
が
あ
る

の
で
、
緊
急
時
以
外
に
は
使
用
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

　
災
害
発
生
状
況
は
、
消
防
本
部
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.city.

narita.chiba.jp/anshin/index 

0069.htm
l

）、
ま
た
は
消
防
テ
レ
ホ

ン
サ
ー
ビ
ス（
☎
24
‐
3
8
3
8
）で
確

認
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
指
揮
指
令
課（
☎
20
‐

1
5
9
3
）へ
。

適
正
処
理
を

お
願
い
し
ま
す

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

　
市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協

議
会
で
は
、
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る
た
め
に
、

地
区
ご
と
に
回
収
を
し
て
い
ま
す
。

　
回
収
・
処
理
を
希
望
す
る
人
は
、
事

前
に
同
協
議
会
へ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
農
業
用
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル

ム
、
農
業
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル

ム
、
肥
料
袋
、
培
土
袋

　
育
苗
箱
・
保
温
マ
ッ
ト
・
あ
ぜ
シ
ー

ト
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
な
ど
は
対
象
外
で

す
。
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
な
ど
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課�

（
☎
20
‐
1�

5�

4�

1
）へ
。

放射線量測定結果
　1月に測定した次の場所は、放射線量が除染目標値

（0.23マイクロシーベルト/時）以下でした。
測定場所＝小中学校、保育園・幼稚園・認可外保育施設、

市役所、下総・大栄支所、大清水大気測定局（遠山中
敷地内）、幡谷大気測定局（久住体育館隣）

※詳細は、市ホームページ（http://www.city.narita.chi 
ba.jp/anshin/page113900.html）に掲載しています。
くわしくは環境対策課（☎20-1532）へ。

農産物などの放射性物質検査の結果
　12・1月に検査した次の品目は、放射性物質が基準値
以下でした。
検査品目＝落花生（12月）、カブ、キュウリ、キウイフルーツ
※詳細は、市ホームページ（http://www.city.narita.chi 

ba.jp/anshin/page164300.html）に掲載しています。
くわしくは農政課（☎20-1541）へ。

コンビニ交付サービスの休止

　機器点検のため、証明書のコン
ビニ交付サービスを次の期間休止
します。
日時＝2月21日㈬ 午前9時～午後

5時、27日㈫ 午後5時～10時
※くわしくは市民課（☎20-1525）

へ。
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